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中東情勢を踏まえた医療用手袋の備蓄放出について

[bookmark: _Hlk179193651]このことについて、厚生労働省医政局より下記のとおり実施する旨の通知がありました。
ついては、医療用手袋の購入をご希望される場合は、下記要領及び別添マニュアルに従い要請・購入手続きをしていただきますようよろしくお願いいたします。

記

１　配布概要
（1） 配布経緯
国においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、パンデミックの発生に備え、非滅菌手袋等の個人防護具を備蓄しているところ、今般の中東情勢による医療用物資等への供給の影響を踏まえ、確保が困難となっている医療機関向けに、まずは、医療用手袋5000万枚を放出することとした。
※放出にあたっては、医療機関からの要請に基づき、販売業者を通じて医療機関に販売する
※要請は週ごとで整理（毎週水曜１７時〆）
※今後の供給状況を踏まえ、必要に応じ追加で放出を行う。

（2） 配布内容
非滅菌手袋（ニトリル）
　　
２　要請手続きについて　
　（１）要請・購入手続きの流れ
①G-MISの週次調査に回答し、手袋の配布を要請
　（回答内容）在庫量、１週間の想定消費量、１週間の購入見込み量
（G-MISログインURL）
https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/?ec=302&startURL=%2Fs%2F

②販売業者の購入サイトにおいて、必要情報の登録　
　（必要情報）施設名、住所、医療機関コード、メールアドレス等
　（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73131.html）
③販売業者から登録メールアドレス宛に連絡（購入用URLの送付、購入枚数等の確認）
④販売業者の購入サイトより購入手続き

（２）購入条件について
G-MISの要請内容が以下の条件を満たしている場合、今回の緊急配布の対象となりますので、要請前に条件を満たしていることを必ずご確認ください。
（参照：別添４_【医療機関用】緊急配布要請条件チェックシート）

【条件】在庫量＜(②今後1週間の想定消費量―③今後１週間に購入できる見込み量）×４

（3） 販売枚数について
　　販売する枚数については、想定消費量（上記②）の２週間分（１週間の想定消費量×２）の数値に応じ、1000枚単位で切り上げた数が医療機関の購入可能数となります。
（例）１週間の想定消費量×２が
1 １～1000枚の場合：１セット【1000枚（10箱）】を購入可能　
②1001～2000枚の場合：２セット【2000枚（20箱）】まで購入可能　等

※１セット（1000枚（10箱））が最小の販売単位
※１セット単位でサイズ指定が可能

３　G-MISによる要請が困難な場合
　　原則はG-MISによる要請となりますが、特段の事情によりG-MISを通じた要請が難しい場合は、以下のメールアドレス宛に別添５_【事業所名】「緊急配布要請個別シート」をご提出ください。
　　なお、メール送付の際、様式の【事業所名】の部分を、施設名称等に変更し添付してください。

メール宛先：kaigohoken@pref.yamaguchi.lg.jp
　　※メールによる提出が困難な場合は、（FAX宛先：083-922-3022）
      ただし、販売業者の購入サイトへの必要情報の登録については、必ず購入用URLからの手続きの必要があります。
　


４　問い合わせ先
· 備蓄配布の取組全体について、問い合わせ先が不明な場合
厚生労働省医薬産業振興・医療情報企画課
メール:sos-bussi@mhlw.go.jp
※緊急時の場合等には（03-3595-3529）へご連絡ください

· 要請に対する個々の要否判定、G-MIS要請が難しい場合の対応
山口県健康福祉部長寿社会課（訪問看護担当）
TEL:083-933-2774
FAX：083-922-3022
メール: kaigohoken@pref.yamaguchi.lg.jp

· G-MISの操作方法、アカウントの情報について
G-MIS窓口
　メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp

· 購入手続き、アスクルのアカウント情報、配送について
アスクル株式会社（アスクル国備蓄物資専用窓口）
TEL:0120-662-777（IP電話からは03-6731-7874）
※受付時間：10:00～17:00（月～金）祝祭日を除く

５　今後のスケジュールについて
【要請受付第１弾】
○5/18（月）９時～5/20（水）17時〆：医療機関からの要請受付
○要請受付時～5/21（木）17時〆：都道府県において医療機関の要請内容を確認
○5/22（金）：国において医療機関の要請内容を確認・販売業者にリスト提供
〇医療機関における購入手続後：販売業者から各医療機関に順次配送

【要請受付第２弾】
○5/20（水）17時～5/27（水） 17時〆：医療機関からの要請受付
○要請受付時～5/28（木）17時〆：都道府県において医療機関の要請内容を確認　
○5/29（金）：国において医療機関の要請内容を確認・販売業者にリスト提供
〇医療機関における購入手続後：販売業者から各医療機関に順次配送

※以降も毎週水曜17時要請〆のスケジュールで要請を受付予定です。
（放出状況等を踏まえて要請受付の停止等を行う場合には厚生労働省から別途ご連絡いたします。）　

厚生労働省HP
医療用手袋の備蓄放出に関する補足情報等は以下の厚生労働省ＨＰに掲載予定ですので、必要に応じ参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73131.html

添付資料
別添１_【医療機関用】医療用手袋の要請の流れについて
別添２_【医療機関用】G-MIS週次調査マニュアル
別添３_【医療機関用】G-MIS緊急配布要請マニュアル
別添４_【医療機関用】緊急配布要請条件チェックシート
別添５_【事業所名】「緊急配布要請個別シート」
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